
湖西市監査委員公告

ので、同項の規定により公表します。

第１ 準拠した基準

この監査は、湖西市監査基準に準拠して実施しました。

第２ 監査の種類

号の財務監査です。

第３ 監査の対象

修繕、委託又は工事の実施に係る事務

事務

補助金又は交付金の交付事務

資金前途による支出の事務

(1)

(2) 管理用備品（公営企業会計にあっては固定資産。以下「備品等」）の購入に係る

(3)

(4)

地方自治法第199条第９項の規定により監査の結果に関する報告を次のとおり決定した

令 和 7 年 8 月 18 日

令和７年度財務監査（前期監査）の結果に関する報告

この監査は、湖西市監査基準第４条第４項の定期監査として行った同条第１項第３

この監査は、別表第１に掲げる部課等の令和６年度の財務に関する事務の執行及び

経営に係る事業の管理を監査の対象とし、その重点事項を次に掲げるものとしました。
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第４ 監査の着眼点

監査の主な着眼点は次に掲げるものとしました。

法令に適合しているか。

正確か。

最少の経費で最大の効果を挙げるようにしているか。

組織及び運営の合理化に努めているか。

内部統制は有効に働いているか。（重大なミスが見過ごされていないか。）

第５ 監査の主な実施内容

１ 予備監査

の有無を確認しました。

２ 監査委員監査

負担行為に係る関係書類を確認しました。

回答又は説明を求めました

第６ 監査の実施場所及び日程

監査は、別表第２に掲げる場所及び日程により実施しました。

第７ 監査の結果及び意見

１ 監査の結果

があったので適切な措置を講じられたい。

２ 意見

る。

しくは交付金の交付事務で重要性判断基準及び予備監査により選定した契約又は支出

これらにより異常の有無を確認できなかった事項については、関係職員に質問し、

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、重要な点において

は、法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及

び運営の合理化に努めていることが認められましたが、別表３に掲げる改善すべき点

地方自治法第199条第10項の規定により本報告に添えて、次のとおり意見を提出す

(2)

(3)

(4)

(5)

対象部課等に資料の提出を依頼し、提出された資料を通覧して異常事項や例外事項

修繕、委託若しくは工事の実施に係る事務、備品等の購入に係る事務又は補助金若

(1)



ついて的確な判断を行い、競争性、公平性及び透明性の確保に努められたい。

別表第１（第３関係）

企画政策課、資産経営課

上下水道課

高齢者福祉課（一般会計は対象外）

危機管理課、保険年金課、新居支所

文化観光課

都市計画課、建築住宅課

教育総務課、学校教育課、スポーツ・生涯学習課

消防総務課、警防課

別表第２（第６関係）

　令和７年７月９日から

　　　　　　　18日まで

講評及び弁明、意見等の聴取 監査委員事務局 　令和７年７月25日

監査の結果に関する報告決定 監査委員事務局 　令和７年８月１日

予備監査 監査委員事務局
　令和７年５月13日から

　　　　　５月29日まで

監査委員監査

閲覧
監査委員事務局、
浄化センター及び
市立湖西病院

　令和７年５月30日から

　　　　　７月８日まで

質問

市立湖西病院

内　　　容 実施場所 実施日

実施通知 　令和７年４月14日

市 民 安 全 部

産 業 部

都 市 整 備 部

会 計 課

教 育 委 員 会

消 防 本 部

地方公共団体における発注は、「一般競争入札」が原則である。随意契約は、例外

であり、地方自治法施行令第167条の２第１項に該当しなければならない。

前例にとらわれることなく、内容をその都度精査するとともに、法令適用の可否に

企 画 部

環 境 部

健 康 福 祉 部



別表第３（第７関係）

あった。

約事務の執行をされたい。

対 象 課 監　査　結　果

教育総務課

【湖西市立新居中学校中校舎正面玄関ポーチ修繕について】

地方自治法施行令第167条の２第１項５号を適用し、５者から

見積を徴し最も有利な価格で見積もりをした者と取引をしてい

たが、取引内容を検討した結果、一般競争入札とすべき事案で

競争性、透明性、公平性が担保できるよう法令を遵守した契


